
7 6町報ほうき2006.9町報ほうき2006.9

　
伯
耆
町
で
は
、
平
成
十
八
年
九
月

か
ら
、
新
た
に
町
内
の
五
施
設
に
つ

い
て
、
指
定
管
理
者
を
導
入
し
ま
し
た
。

(

下
の
表
を
参
照)

　
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
つ
い

て
は
町
の
一
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
、

指
定
管
理
者
が
住
民
の
平
等
な
利
用

を
確
保
す
る
な
ど
適
正
な
管
理
を
行

っ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

①
指
定
管
理
者
は
、
住
民
の
平
等
利

用
の
確
保
や
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止

が
法
律
上
直
接
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

②
指
定
管
理
者
の
選
定
手
続
き
は
条

例
で
定
め
、
指
定
管
理
者
の
指
定
に

あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
会
の

議
決
を
経
て
指
定
し
て
お
り
ま
す
。

③
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲

や
使
用
許
可
の
基
準
、
使
用
制
限
の

要
件
な
ど
は
あ
ら
か
じ
め
条
例
で
定

め
て
お
り
ま
す
。

④
指
定
管
理
者
は
、
毎
年
度
終
了
後

事
業
報
告
書
を
町
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

⑤
指
定
管
理
者
が
町
の
指
示
に
従
わ

な
い
と
き
な
ど
は
、
必
要
に
応
じ
、

指
定
の
取
消
し
な
ど
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

⑥
施
設
を
利
用
す
る
際
の
利
用
時
間

や
料
金
は
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
事
前
に
町
に

協
議
し
承
認
が
必
要
で
す
。
指
定
管

理
者
の
み
の
判
断
で
自
由
に
決
定
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

︻
問
合
わ
せ
先
︼

　
自
治
振
興
課
政
策
管
理
室

　
　
電
話
六
八
︱
四
二
一
二

〜
平
成
18
年
9
月
か
ら
〜

指定管理者を導入した施設及び指定管理者の名称

ささふく水辺公園

桝水高原リフト及び桝水フィールドステ
ーション
鬼の館

岸本保健福祉センター健康増進棟
（通称：ゆうあいパル）
清掃センター

別所川渓流植物園ほか2施設
　別所川渓流植物園
　丸山ふれあいの森
　交流の森

鬼の伝承公園ほか2施設
　鬼の伝承公園
　鬼のトイレ
　鬼の電話ボックス
産地形成促進施設
（通称　大山ガーデンプレイス）
コミュニティプラザ

溝口福祉センターほか1施設
　溝口福祉センター
　岸本保健福祉センター保健福祉棟
ふれあい交流ターミナル
（通称：スマイルドーム大山望）
堆肥センター

伯耆町宮原
楽々福水辺公園管理委員会
伯耆町二部
株式会社　宮崎　伯耆営業所
松江市南田町
株式会社　さんびる
松江市南田町
株式会社　さんびる
伯耆町溝口
有限会社　アリオン
伯耆町丸山
丸山生産森林組合ほか2団体
　丸山生産森林組合
　岸本ガーデンクラブまちづくり協議会
　伯耆町地域振興株式会社

松江市八幡町
アースサポート株式会社

伯耆町丸山
伯耆町地域振興株式会社
南部町法勝寺
南部広域シルバー人材センター
伯耆町大殿
伯耆町社会福祉協議会

伯耆町溝口
伯耆町農業振興公社
伯耆町真野
伯耆町堆肥生産組合

　平成18年9月1日から

　平成22年3月31日まで

　平成18年4月1日から

　平成21年3月31日まで

　平成17年4月1日から

　平成22年3月31日まで

新
た
に
指
定
管
理
者
を
導
入
す
る
施
設

既
に
指
定
管
理
者
を
導
入
し
た
施
設

施　　設　　名 指定管理者の名称 指定の期間

　協働のまちづくりを担う地域リーダーの育成を目指して「ほうきまちづくり塾」の第1回の会

合が7月27日夜、町立溝口公民館で開催され、塾生の紹介やオリエンテーションが行われました。

　この塾は、自薦や各集落からの推薦などによる伯耆町内の住民14名で構成され、講演やグルー

プワークを通じて、参加者がまちづくりについて考え、語り合う機会をつくり、地域リーダーを

育成しようと開催されました。開会にあたり、住田町長は「これからは住民主役のまちづくりを

すすめていかなければ本当の住民自治は実現しない。まずは町民がまちを好きになっていただき、

お互いがいい町にしていこうという前提で議論をしていただきたい」とあいさつしました。

　オリエンテーションでは、伯耆町の厳しい財政状況などについて説明し、地方分権に対応する

ため、協働の必要性が説明され、その後、班に分かれてのグループワークを進めるためのルール

や進め方などが話し合われました。

　また、第1回の会合ということで、塾

への参加動機やまちづくりへの意気込み

を交えて参加者が自己紹介を行い、まち

づくり塾リーダー、副リーダーの選出を

行いました。

　続いて8月4、5日は第２回として、鳥

取県が主催する「鳥取自立塾」に参加し、

全国的に著名な先進団体の市長などによ

る講演やパネルディスカッションを聴講

しました。

　今後、今年12月まで月1回から2回で全

8回の開催を予定しています。

　○協働とは

住民、NPO、企業、行政などの多様な主体が地域の目標を共有し、それぞれの役割分担

を明確にし、対等な立場で相互協力をしながら、それぞれの特性を最大限発揮し、その実

現のために共に汗をかき、改善や評価を行っていくことです。

　○今、なぜ、協働が必要か

社会が急速に変化する中で多様化、複雑化する住民ニーズや地域課題に対して、町の行

政サービスだけで対応することは困難になってきています。そこで協働により、住民が

求めるニーズにあったサービスを提供し、地域課題の解決を目指していくことが必要です。

指定管理者を導入した岸本温泉ゆうあいパル

第1回目の様子

【問合わせ先】自治振興課町づくり推進室　　68-3113


